
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
及
び
広
島
県
教
育
委
員
会
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
二
十
三
日

広
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長

平

川

理

恵

広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
及
び
広
島
県
教
育
委
員
会
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

広
島
県
教
育
委
員
会
組
織
規
則
（
平
成
九
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
部
の
分
課
） 

第
五
条 

（
略
） 

部
名 

課

名

係

名

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

学
び

の
変

革
推

進
部 

（
略
） 

（
略
） 

豊
か
な
心
と
身

体
育
成
課 

管
理
係
、
生
徒
支
援

係
、
人
権
教
育
係
、

健
康
教
育
係
、
学
校

体
育
係
、
総
務
・
広

報
係
、
競
技
・
式
典

係

（
略
） 

（
略
） 

（
管
理
部
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
六
条 

（
略
） 

２ 

管
理
部
に
、
前
条
に
規
定
す
る
課
の
ほ
か
、
審
理

監
を
置
く
。 

３ 

審
理
監
は
、
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
り
審
理
員
の
権
限

と
さ
れ
た
事
務
を
分
掌
す
る
。 

（
部
の
分
課
） 

第
五
条 

（
略
） 

部
名 

課

名

係

名

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

学
び

の
変

革
推

進
部 

（
略
） 

（
略
） 

豊
か
な
心
と
身

体
育
成
課 
管
理
係
、
生
徒
支
援

係
、
人
権
教
育
係
、

健
康
教
育
係
、
学
校

体
育
係 

（
略
） 

（
略
） 

（
管
理
部
各
課
の
分
掌
事
務
） 

第
六
条 

（
略
） 

（
広
島
県
教
育
委
員
会
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

広
島
県
教
育
委
員
会
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
平
成
九
年
広
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。

改

正

後

改

正

前

附

則

附

則



 
１
・
２ 

（
略
） 

３ 
（
略
） 

学
び
の
変
革
推
進
部 

乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学

習
担
当
部
長 

個
別
最
適
な
学
び
担
当

課
長 

不
登
校
支
援
セ
ン
タ
ー

長 人
材
育
成
推
進
監 

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
ス
ー
パ
ー
バ

イ
ザ
ー 

４ 

（
略
） （

略
） 

（
略
） 

学
び
の
変
革
推
進
部

豊
か
な
心
と
身
体
育

成
課 

全
国
高
等
学
校
総
合
体

育
大
会
推
進
室
長 

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
ス
ー
パ
ー
バ

イ
ザ
ー 

５ 

第
三
項
に
規
定
す
る
乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学
習
担

当
部
長
は
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
、
教
育
長
の

命
を
受
け
、
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
総
括
し
、
及
び
整

理
す
る
。 

６ 

第
三
項
の
職
（
乳
幼
児
教
育
・
生
涯
学
習
担
当
部

長
を
除
く
。
）
及
び
第
四
項
の
職
は
、
事
務
職
員
を

も
っ
て
充
て
、
上
司
の
命
を
受
け
、
命
ぜ
ら
れ
た
事

務
を
整
理
す
る
。 

 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

一 

本
庁
に
置
く
職 

番
号 

職
名 

職
の
置

か
れ
る

組
織 

職
務 

備
考 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
の
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
の
三 

審
理
監 

部 

上
司
の

命
を
受

け
、
職

員
を
指

揮
監
督

し
、
行

政
不
服

審
査
法

（
平
成

二
十
六

年
法
律

第
六
十

八
号
）

の
規
定

に
よ
り

審
理
員

の
権
限

と
さ
れ

た
事
務 

管
理
部

に
必
要

に
応
じ

置
く
。 

 

 

１
・
２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

学
び
の
変
革
推
進
部 

総
括
官 

 

個
別
最
適
な
学
び
担
当

課
長 

不
登
校
支
援
セ
ン
タ
ー

長 人
材
育
成
推
進
監 

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
ス
ー
パ
ー
バ

イ
ザ
ー 

４ 

（
略
） （

略
） 

（
略
） 

学
び
の
変
革
推
進
部

豊
か
な
心
と
身
体
育

成
課 

  

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
ス
ー
パ
ー
バ

イ
ザ
ー 

５ 
第
三
項
に
規
定
す
る
総
括
官
は
、
事
務
職
員
を
も

っ
て
充
て
、
教
育
長
の
命
を
受
け
、
命
ぜ
ら
れ
た
事

務
を
総
括
し
、
及
び
整
理
す
る
。 

 

６ 

第
三
項
の
職
（
総
括
官
を
除
く
。
）
及
び
第
四
項

の
職
は
、
事
務
職
員
を
も
っ
て
充
て
、
上
司
の
命
を

受
け
、
命
ぜ
ら
れ
た
事
務
を
整
理
す
る
。 

  

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

 

一 

本
庁
に
置
く
職 

番
号 

職
名 

職
の
置

か
れ
る

組
織 

職
務 
備
考 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

四
の
二 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

                   

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

を
掌
理

す
る
。 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

二
・
三 
（
略
） 

 
 

 

 

 
 

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
教
育
委
員
会
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


